
健康テラ健康テラスス
「アドバンス・ケア・プランニング
（ACP 人生会議）」

ホーム・ホスピス
中尾クリニック　
中尾　勘一郎　先生

　9月の健康テラスの続きです。
　みなさん、「アドバンス・ケア・プランニング
(ACP 人生会議)」という言葉をご存じでしょう
か？“もしものときのために、あなたが望む医療
やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合
い、共有する取り組み”ということで、ACPや人生
会議と言われます。
　なにか、よくわからないですよね。もしものとき 
なんて、縁起でもないですよね。簡単に言います
と、“あなたが信頼している人と、あなたが大切に
していることを、何度も、話し合いましょう”という
ことです。
　だれしも、ある年齢になれば、これから先のこと
は考えます。でも、言葉にしないと、自分はどうし
たいかは、家族にもわかりません。また、先々の療
養や介護の事は専門的でわからないことばかりで
すね。自分の大切にしていること（家にいる！痛い
ことや延命はいや！きれいな施設に行きたい！
等々）を、なんでも家族・主治医・友人などに話して

みませんか？
　いつ話すかは、例えば、誕生日、お正月、命にか
かわる映像を見たり、講演を聞いたとき、晩酌しな
がらでもかまいません。気楽に、「できれば、最後ま
で家にいたいんだよね～」など話すだけで構いま
せん。そこから、家族の想いなども会話で出てくる
でしょう。この健康テラスを見て話してもいいで
しょう。長与町は終活ノートを作成していますの
で、これを利用してよろしいかと思います。
　もう一つ大事なことは、
考えが変わってもかまいま
せん。状況が変われば、以
前の考えと変わるのは当然
です。また、変わった気持ち
を話したらいいと思いま
す。何度も話すことが大事
です。
　さあ、家族と相談できる
人と話しましょう！！

GO介　　 の部屋
かい

ご

令和５年度　認知症予防講演会
「脳を若々しく保つには～日常生活の中で取り組める脳機能向上のコツ～」
を開催しました
　10月26日長与町民文化ホールで認知症予防講演会
を開催しました。講師である学習療法センターの杉江
先生に日常生活での具体的な工夫例を紹介しながら、
その時の脳の動きや効果を画像や映像を示しながら
わかりやすくお話していただきました。町内外から
224名の方にご参加いただき、参加者の声として「簡単
な計算、音読など脳の活性化に良いことがわかった。」
「認知症について詳しく教えていただき、これからの
生活に取り入れたい。」「日頃行っていることが認知症
予防に効果的であることを再認識できた。」などの感
想が聞かれました。

ふくし通信

１２月３日から１２月９日は障害者週間です。
　長崎県では、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して暮らすことのできる
「共生社会」の実現を目指して障害者施策を総合的に推進しています。

障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり
　長崎県では「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を平成26年4月から施行しています。
　条例では、障害を理由として障害のない人と異なる取扱い【不均等待遇】を禁止するとともに、障害のある人の
求めに応じて、支障となっている現状の変更【合理的配慮】を行うことを過度な負担とならない範囲で義務として
います。

「障害を理由にした差別？」と思ったり、自分の行為が差別に当たるのかなど、ひとりで悩まずご相談ください。
【障害を理由とした差別に関する相談窓口】
　長崎県福祉保健部障害福祉課　☎895-2450 　FAX823-5082
　WEBで検索　平和な長崎県づくり条例

【不均等待遇の例】 【合理的配慮の例】
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　参加者の方々からは、「普段はあまり気にする事がな
かった海辺のゴミですが実際にゴミ拾いをしてみると
思っているよりも多くのゴミが散乱していることがわか
りました」「意識していない人も巻き込み、友人たちと
これからも続けていこうと思います。」などの声があり
ました。
　このキャンペーンをきっかけに、ボランティアの輪が
広がると嬉しいです。ぜひ家族やお友達と一緒に長与
川や大村湾をきれいにしてみませんか？ 

清掃ボランティアキャンペーン実施中！
申込期限は２月末まで

　長与川・大村湾沿岸の清掃をしてくだ
さる方にオリジナルタオルプレゼント！
詳しくはホームページをご覧ください。

続々と清掃ボランティアキャンペーン
に参加していただいています！ 11月20日時点で

６組88人が参加！
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